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１ アクションプログラム策定の背景

①地球規模の危機に対応するためには持続可能な社会への転換が必要であり、一人ひとりのラ
イフスタイルの変革が必要である。

②「持続可能な開発目標（SDGs）」の視点にたった取組の推進や、ESD（Education for 
Sustainable Development 持続可能な開発のための教育 一人ひとりが世界の人々や将来
世代、環境との関係性の中で生きていることを認識し、持続可能な社会の実現に向けて行動
を変革するための教育のこと）を通じた持続可能な社会の担い手の育成が重要である。

③脱炭素社会の実現に向けて、未来を担う世代の育成が重要であり、学校教育における環境教
育・学習の取組の充実が必要である。

３ アクションプログラムの目的・方針・位置付け

【目 的】
新たな環境基本計画において、めざすべき環境像として掲げる「豊かな未来を創造する地
球環境都市かわさきへ」の実現に向けて、環境教育・学習により貢献すること。

【方 針】
豊かな未来へつなぐ心の輪  ’知っている’から’できる‘へ 

【位置づけ】
環境教育等促進法第８条の規定で作成が努力義務とされている行動計画を、現在の「環境
基本計画」から今回策定する「環境教育・学習アクションプログラム」とする。

【期 間】
令和3(2021)年度から概ね5年間とする（必要に応じて見直しを図る）。

◆つながる 協働取組の推進 

◆伝える 環境教育・学習を地域で実践 

◆活かす 人材育成とその活用

２ アクションプログラムの体系

（参考）環境教育等促進法 抜粋
（都道府県及び市町村の行動計画）
第八条 都道府県及び市町村は、基本方針を勘案して、その都道府県又は市町村の区域の自然的社会的条件に応じた環境保全活

動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する行動計画を作成するよう努めるものとする。

地球温暖化や失われつつある生物多様性などの様々な環境問題に対処していくためには、一人ひとりの行動変容を促すことが不可欠であり、環境配慮行動を促す仕組みの基盤で
ある「環境教育・学習」について、さらなる充実・強化を図っていく必要がある。社会状況の変化に対応し、今後、より効果的・持続的に環境教育・学習を展開していくために、
平成7(1995)年策定（平成18(2006)年、平成28(2016)年改定）の「川崎市環境教育・学習基本方針」（以下「基本方針」という。）の内容を見直すとともに、名称を「川崎市環
境教育・学習アクションプログラム」とし、策定する。

①「つながる」、「伝える」、「活かす」という基本方針の３つの基本的な体系を維持し、取
組を推進する。

②市民、事業者・学校等、川崎市が協働・連携した取組により、自ら進んで環境問題に取り組
む人材を育成する。

③SDGsやESDの視点にたった取組を展開する。
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４ これまでの環境教育・学習の取組

６ 実施する施策

５ 環境教育・学習の推進に向けた課題

環境教育・学習の分野においても、SDGsの視点を意識し、達成に寄与する取組を、
推進していくことが必要である。

①脱炭素社会の実現に向けて、市民・事業者・行政の協働による取組が不可欠である。

②環境教育・学習に携わる担い手の高齢化が懸念されており、後継者の育成が求められる。

③新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、環境教育・学習で重要とされている
体験活動を通じた学びの機会が減っていることへの対応として、ICTの活用など、
「新しい生活様式」に対応した取組を行っていくことが必要。
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【協働取組の推進】

地域にある資源を十分に活用し、市民、事業
者、行政が相互に協働・連携して、環境教
育・学習に地域全体で取り組む

○川崎の地域資源を活用したつながりづくり
○環境教育・学習に関する協働への支援

【環境教育・学習を地域で実践】

家庭や職場、学校等の様々な場で環境教育・学習を
実施し、自ら環境配慮に取り組んでいく人材を育
て、地域における行動を促す

○関心を引きつけて参加を促す取組
○成長過程に応じた取組
○自発的な取組への支援
○効果的な情報発信

【人材育成とその活用】

環境教育の持続的な発展に向けて、環境保全活動の
核となる人材育成やその活用、環境教育・学習の活
動の場の充実により、地域の活動をさらに促進

○環境保全活動の核となる人材の育成とその活用
○環境教育・学習に係る拠点・施設の充実
○行動変容につなげるための新たな取組

①事業の実施件数は増減があるが、イベントや講座等の実施回数は増加傾向にある。

②地域での環境活動を担う人材育成講座の修了生は着実に増加している。

③対象者の内訳は、小学生が最も多く、高校生及びそれ以上、中学生と続く。

④先進的な取組が表彰されるなど、市内の環境教育・学習の取組は広く評価されている。
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施策体系図


